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行政 の 化・

化の推進 

・行政 続 に基づく の

実施に向けた を行います。 

行政 の向  ・ 人 に し、行政 の向 を ります。 

自治体 の推進 
・ による経 減や 性の 、

の を ります。 

機 の  

・人 成のため、 の 機関や民間 業 を活

し、 的かつ い 、 能、経 を できる
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令和２年 第  

目的  

第１  この は、総合振興計画の策定について 要な を定めることにより、総合的

かつ計画的な町政の を ることを目的とする。 

定  

第２  この において、次の各 に る の は、それ れ当 各 に定めると

ころによる。 

１  総合振興計画 町のまちづくりや行 政 を総合的かつ計画的に推進するた

めの指 であり、基本 、基本計画 実施計画からなるものをいう。 

２  基本  目指すべきまちの将来像、施策の基本方 大 を すものをいう。 

３  基本計画 基本 を実現するための施策を体 的に すものをいう。 

 実施計画 基本計画に基づき実施する 体的な 業計画を すものをいう。 

策定  

第３  町長は、総合的かつ計画的な町政の を るため、総合振興計画を策定するもの

とする。 

位 け  

第  総合振興計画は、町の 位の計画とし、 の行政 に関する計画を策定 は

するときは、総合振興計画との 合を らなけれ ならない。 

振興計画 への 問  

第  町長は、基本 基本計画を策定し、 は廃 するときは、あらかじめ、

大月町振興計画 昭和 43 年 第 21 第１ に規定する大月町振興計画

に 問するものとする。 

の 決  

第  町長は、基本 基本計画を策定し、 は廃 したときは、 の 決を

経なけれ ならない。 

 

第７  町長は、総合振興計画を策定し、 し、 は廃 したときは、速やかにこれを

するものとする。 

 

第  この に定めるものの か、 要な は、町長が に定める。 

  

この は、 の から施行する。 
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昭和 43年 第 21  

 平成 年 第 16  平成 22年 第 15  

設  

第１  地方自治法 昭和 22年法 第 67 第 138 の 第３ の規定に基づき、大月町

振興計画 「 」という。 を く。 

 

第２  は、町長の 問に じ、大月町振興計画の策定その その実施に関し、 要

な調査 を行う。 

組織  

第３  は、 10人で組織する。 

２ は、次に る者のうちから、町長が は する。 

１  町 の  ２人 

２  町 の  １人 

３  町 業 の  １人 

 町の 域内の 的団体の  人 

 経 者 ２人 

の 期  

第  の 期は、２年とする。た し、 の 期は、 者の 期間とする。 

２ が し、 は されたときにおける当 を った 合は、 を したも

のとみなす。 

３ の は、 ない。 

長 長  

第  に、 長 長を き、 の によってこれを定める。 

２ 長は、 を総理し、 を代 する。 

３ 長は、 長を し、 長に があるとき、 は 長が けたときは、その

を代理する。 

 

第  は、 長が 集する。 

２ は、 の が しなけれ を くことができない。 

３ 長は、 の 長となる。 

 は、 の で決定し、可 のときは、 長の決定するところによる。 

 

第７  この に定めるものの か、 の に関し 要な は、町長が定める。 

  

この は、 の から施行する。 

 平成 年 第 16  

85 

この は、平成 年 10月１ から施行する。た し、第３ 第２ 第 第

の規定は、平成７年 月１ から施行する。 

 平成 22年 第 15  

この は、 の から施行する。 

 

序
論 

基
本
構
想 

前
期
基
本
計
画 

 

資
料
編 



85 

この は、平成 年 10月１ から施行する。た し、第３ 第２ 第 第

の規定は、平成７年 月１ から施行する。 

 平成 22年 第 15  

この は、 の から施行する。 

 

序
論 

基
本
構
想 

前
期
基
本
計
画 

 

資
料
編 

84 

 
 

昭和 43年 第 21  

 平成 年 第 16  平成 22年 第 15  

設  

第１  地方自治法 昭和 22年法 第 67 第 138 の 第３ の規定に基づき、大月町

振興計画 「 」という。 を く。 

 

第２  は、町長の 問に じ、大月町振興計画の策定その その実施に関し、 要

な調査 を行う。 

組織  

第３  は、 10人で組織する。 

２ は、次に る者のうちから、町長が は する。 

１  町 の  ２人 

２  町 の  １人 

３  町 業 の  １人 

 町の 域内の 的団体の  人 

 経 者 ２人 

の 期  

第  の 期は、２年とする。た し、 の 期は、 者の 期間とする。 

２ が し、 は されたときにおける当 を った 合は、 を したも

のとみなす。 

３ の は、 ない。 

長 長  

第  に、 長 長を き、 の によってこれを定める。 

２ 長は、 を総理し、 を代 する。 

３ 長は、 長を し、 長に があるとき、 は 長が けたときは、その

を代理する。 

 

第  は、 長が 集する。 

２ は、 の が しなけれ を くことができない。 

３ 長は、 の 長となる。 

 は、 の で決定し、可 のときは、 長の決定するところによる。 

 

第７  この に定めるものの か、 の に関し 要な は、町長が定める。 

  

この は、 の から施行する。 

 平成 年 第 16  

85 

この は、平成 年 10月１ から施行する。た し、第３ 第２ 第 第

の規定は、平成７年 月１ から施行する。 

 平成 22年 第 15  

この は、 の から施行する。 

 

序
論 

基
本
構
想 

前
期
基
本
計
画 

 

資
料
編 



86 

 
 

θ Ặྡ ᡤᒓ 

１ 中平 順  

 

大月町  

２  明  大月町  

３ 成  治  大月町  

 田  業  大月町 業 長 

   

的団体 

JA高 県大月支 支 長 

 岡 一 大月町 産振興 長 

７ 長   大月町商工 長 

 田 理  大月町観 協 長 

   

経 者 

大月町 協 長 

10 岡 治 大月町地 長自治 長 
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θ Ặྡ ᙺ⫋࣭⫋ྡ 

１ 岡田 順一 大月町長 

２  一 大月町 町長 

３  一  大月町 長 

 岡 人 大月町総 課長 

 岡田 一 大月町 機 理課長 

 岡   大月町町民 課長 

７ 大   大月町 課長 

 内  進子 大月町 計 理者 

   大月町産業振興課長 

10 今  和 大月町 設環境課長 

11 長岡 明 大月町 地 策 長 

12 岡   大月町 次長 

13 田 子 大月町 長 

14 内  明 大月町 課長 

15   大月 長 

16 長岡  特 人 大月 長 

17   大月町まちづくり推進課長 

18 岡   大月町まちづくり推進課 
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ᖺ᭶᪥ ⤒㐣➼ 

令和 年 月 
大月町の しいまちづくりのための町民 調査実施

18 の町民 2,000 に  

令和 年 月 
大月町の しいまちづくりのための町民 調査

739 ・ 37.0  

令和２年 月３  

令和２年 第１ 大月町総合振興計画本  

第７次総合振興計画の策定に向けて 町長

 

令和２年 月３  

月７  

課  

第 次総合振興計画の   

令和２年 月 14  

令和２年 第１ 大月町総合振興計画  

第 次総合振興計画の進 状況について、第７次総合振興

計画の策定について  

令和２年 10月 12  

10月 14  

令和２年 第１ 大月町総合振興計画 画  

基本目 に た各 の今後の方向性について  

令和２年 12月  

令和２年 第２ 大月町総合振興計画本  

第７次総合振興計画基本 について、 期基本計画

の 成 について  

令和３年２月  

２月 15  

令和２年 第２ 大月町総合振興計画 画  

第７次総合振興計画 期基本計画 について  

令和３年３月 29  

令和２年 第２ 大月町総合振興計画  

第７次総合振興計画基本 ・ 期基本計画 に

ついて、今後の について  

令和３年 月 19  

令和３年 第１ 大月町総合振興計画本  

第７次総合振興計画基本 ・ 期基本計画 に

ついて  

令和３年 月 28  

月 18  
実施 

令和３年 月 20  

令和３年 第２ 大月町総合振興計画本  

第７次総合振興計画基本 ・ 期基本計画 に

関する 見 について  

令和３年 月 27  

令和３年 第１ 大月町総合振興計画  

第７次総合振興計画基本 ・ 期基本計画 に

ついての   
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